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１．外部電源及び非常用ディーゼル発電機同時喪失時の要求される措置の設定につ

いて 
 

７号炉の外部電源については，保安規定第５８条の３（外部電源その３）にて運

転上の制限（以下，「ＬＣＯ」という。）を設定しており，機能喪失した場合には，

表５８条の３－２に整理しているＬＣＯ逸脱時の措置を実施することとなる。 
このうち，外部電源と非常用ディーゼル発電機（以下，「非常用ＤＧ」という。）

が同時に機能喪失した場合については，以下の条件Ｅのとおり，要求される措置及

び完了時間（以下，「ＡＯＴ」という。）を設定している。 

 

（外部電源その３） 
第５８条の３ 
〔７号炉〕 
表５８の３－２ 

条件 要求される措置 完了時間 
Ａ～Ｄ（略）  （略） （略） 
Ｅ．動作可能である外部電

源が１回線のみの場合 
及び 

第５９条及び第６０条

で要求される非常用デ

ィーゼル発電機の台数

を満足していない場合 

Ｅ１．当直長は，動作不能となってい

る外部電源の少なくとも１回線

を動作可能な状態に復旧する。 
又は 
Ｅ２．当直長は，当該非常用ディーゼ

ル発電機を動作可能な状態に復

旧する。 

１２時間 
 
 
 
１２時間 

Ｆ．すべての外部電源が動

作不能である場合 
Ｆ１．当直長は，動作不能となってい

る外部電源の少なくとも１回線

を動作可能な状態に復旧する。 

２４時間 

Ｇ．原子炉の状態が運転，

起動及び高温停止にお

いて，条件Ａ，Ｂ，Ｃ，

Ｄ，Ｅ又はＦの措置を

完了時間内に達成でき

ない場合 

Ｇ１．当直長は，高温停止とする。 
及び 
Ｇ２．当直長は，冷温停止とする。 

２４時間 
 
３６時間 

Ｈ．原子炉の状態が冷温停

止及び燃料交換におい

て，条件Ａ，Ｂ，Ｃ，

Ｄ，Ｅ又はＦの措置を

完了時間内に達成でき

ない場合 

Ｈ１．当直長は，炉心変更を中止する。 
及び 
Ｈ２．当直長は，原子炉建屋原子炉棟

内で照射された燃料に係る作業

を中止する。 
及び 
Ｈ３．当直長は，有効燃料頂部以下の

高さで原子炉圧力容器に接続し

ている配管について原子炉冷却

材圧力バウンダリを構成する隔

離弁の開操作を禁止する。 

速やかに 
 
速やかに 
 
 
 
速やかに 
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条件Ｅの措置は，既存の保安規定第６０条（非常用ディーゼル発電機その１）表

６０－３中の，２．「６号炉及び７号炉」の条件Ｃで設定している措置を参考に設定

したものであり，残りの外部電源１系列の喪失に備え，１２時間の制限を設けて，

外部電源又は非常用ＤＧの復旧を行うものである。 
なお，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，条件Ｅに基づいた１２

時間以内の復旧が困難である場合は，条件Ｇに従い，原子炉の停止操作を行う。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（非常用ディーゼル発電機その１） 
第６０条 
表６０－３ 
２．６号炉及び７号炉 

条件 要求される措置 完了時間 
Ａ，Ｂ（略）  （略） （略） 
Ｃ．非常用ディーゼル発電

機１台が動作不能の場

合 
及び 

外部電源が１系列しか

動作可能でない場合 

Ｃ１．当該非常用ディーゼル発電機を

動作可能な状態に復旧する。 
又は 
Ｃ２．外部電源を２系列動作可能な状

態に復旧する。 
 

１２時間 
 
 
１２時間 

Ｄ（略） （略） （略） 
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２．表５８の３－２中の条件に該当しない場合における要求される措置について 
 

１．にて示した保安規定中の条件Ｅの状態から，外部電源がさらに１回線喪失し

た場合（条件Ｅ’とする。）について考える。 
条件Ｅ’では，外部電源が全喪失していることから，表５８の３－２の条件Ｆ「す

べての外部電源が動作不能である場合」に該当すると読むことができる。しかし，

条件Ｆの場合に要求される措置は２４時間以内に外部電源を復旧することであり，

条件Ｅの場合に要求される措置と比較すると非安全側の措置となり，適切ではない。 

条件Ｅ 

動作可能である外部電源が１回線のみの場合 
及び 
第５９条及び第６０条で要求される非常用ディーゼル発電機の台数を満

足していない場合 
【要求される措置】 

１２時間以内に外部電源１系列以上を動作可能な状態に復旧する 
又は 
１２時間以内に非常用ＤＧを動作可能な状態に復旧する 

↓ 

条件Ｅ’ 

動作可能である外部電源が無い場合 
及び 
第５９条及び第６０条で要求される非常用ディーゼル発電機の台数を満

足していない場合 
【要求される措置（条件Ｆ）】 

２４時間以内に外部電源１系列以上を動作可能な状態に復旧する 
 
この場合については，条件Ｆを適用するのではなく，ＬＣＯを満足しないが，表

５８の３－２に該当する条件が無いことから，保安規定第７３条（運転上の制限を

満足しない場合）表７３（１）を適用し，「１３時間以内に原子炉の状態を起動にす

る」等の停止操作を実施することが適切である。 

 

（運転上の制限を満足しない場合） 
第７３条 
表７３（略） 
（１）運転上の制限を満足していないと判断した場合に，該当する条件がない場合は，

要求される措置としては１３時間以内に原子炉の状態を起動にする，２５時間以

内に高温停止にする，及び３７時間以内に冷温停止にする。ただし，この要求さ

れる措置を実施中に運転上の制限が適用される状態でなくなった場合又は運転

上の制限を満足していると判断した場合は，この限りでない。 
（２），（３）（略） 
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３．外部電源全喪失時のＡＯＴについて 
  

外部電源全喪失時の対応は，保安規定第５８条の３ 表５８の３－２の条件Ｆにて

規定している。 
この状態について要求される措置は，「２４時間」以内に，「外部電源の少なくと

も１回線を動作可能な状態に復旧する」こととしており，記載上，２４時間の運転

継続を許可するように見える。 
 
しかし実際には，外部電源が喪失すると７号炉の原子炉が自動スクラムし，保安

規定第７７条（異常時の措置）第２項の規定により，保安規定添付１「原子炉がス

クラムした場合の運転操作基準」に則った対応を実施することとなる。 
このように，外部電源喪失時のＡＯＴは，運転継続を許容する時間ではなく，事

故対応の中で外部電源を確保する対応を示したものである。 
 

 
 
 

以 上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（異常時の措置） 
第７７条 当直長は，第７６条第１項の異常が発生した場合は，異常の状況，機器の

動作状況等を確認するとともに，原因の除去，拡大防止のために必要な措置を講じ

る。 
２．当直長は，前項の必要な措置を講じるにあたっては，添付１に示す「原子炉がス

クラムした場合の運転操作基準」に従って実施する。 
３．第７６条第１項の異常が発生してから当直長が異常の収束を判断するまでの期間

は，第３節運転上の制限は適用されない。 
４．当直長は，第３項の判断を行うにあたって，原子炉主任技術者の確認を得る。 
５．第７６条第１項の異常の原因が，第７８条第３項に該当する場合は，第４項を省

略することができる。 
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別 紙 
 

外部電源及び非常用ＤＧ同時喪失時の対応に関する補足 
 
 
 外部電源及び非常用ＤＧ同時喪失時の対応に関する補足として，原子炉の状態が

運転，起動及び高温停止の状態を想定して以下に記す。 
 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，外部電源１系列のみ動作可能

かつ非常用ＤＧ１台動作不能の場合には，上述の通り，保安規定第５８条の３（外

部電源その３）［条件Ｅ］及び第５９条（非常用ディーゼル発電機その１）［条件Ｃ］

の措置として，当該設備の復旧を実施する。（完了時間：１２時間） 
また，この状態から外部電源１系列が動作不能となり，外部電源全喪失に至った

場合についても，上述の通り，第７３条（運転上の制限を満足しない場合）の表７

３（１）に則った対応として，原子炉停止操作を開始する。 
 
 一方で，非常用ＤＧについては，外部電源の有無に関わらず，第５９条［条件Ｃ］

に則った措置として引き続き復旧操作を実施する。また，［条件Ｃ］が実施できない

場合，すなわち１２時間以内の復旧が不可能である場合には，第５９条［条件Ｅ］

に則り，原子炉停止操作を実施することとなる。 
 

以上より，「外部電源１系列のみ動作可能及び非常用ＤＧ１台動作不能」の状態か

らさらに外部電源１系統が喪失し，「外部電源全喪失」に至った場合でも，第５９条

と第７３条の対応を並行して実施することから，「外部電源１系列のみ動作可能及び

非常用ＤＧ１台動作不能」となった後，設備復旧が達成されない限り，最長でも１

２時間後に原子炉の停止操作を実施することとなる。 
 

以 上 
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